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 技術基準目次 1 

 

本技術基準の位置づけ 

 

 

滋賀県では、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）に基づき申請された開発行為の許可等に関

して、法令の定めに従って判断するための審査基準を定めています。 

次の２つの基準は、行政手続法に基づく審査基準としています。 

1. 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準 

2. 都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準 

 

 

本冊子は、上記 2.であり、主に都市計画法第 33 条の開発許可の基準（いわゆる技術基準）に関

する内容を具体的に記載したものです。 
なお、この技術基準において特に定めのないものについては、次の図書等を参考としてください。 

① 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行にあたっての留意事項について（技術的助言）（令

和 5 年 5 月 26 日 国土交通省都市局長、農林水産省農村振興局長、林野庁長官発都道

府県盛土規制法担当部局長あて文書） 

② 盛土等防災マニュアルの解説（編集：宅地防災研究会、発行：株式会社ぎょうせい） 

 

 

（参考）行政手続法（平成５年法律第８８号）抜粋 

 行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断す

るために必要とされる基準（以下、「審査基準」という。）を定めるものとする。審査基準

は、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。（行政

手続法第 2条、第 5条第 2項） 

 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関

の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければなら

ない。（行政手続法第 5条第 3項） 

 行政手続法に基づく審査基準は下記をご覧ください。 

http://www.pref.shiga.jp/data/kijun/top.html 
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第４章 公園、緑地、広場に関する基準 
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第６章 景観に関する基準 

 1 景観に関する法規定…………………………………………………………………第 6 章 - 1- 
 2 周辺環境への配慮……………………………………………………………………第 6 章 - 1- 
 

第７章 緩衝帯に関する基準 
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第８章 消防水利に関する基準 
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第９章 水道等給水施設に関する基準 
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 4 給水施設の設計………………………………………………………………………第 9 章 - 1- 
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第 10 章 排水施設に関する基準 
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 3 雨水排水施設の設計…………………………………………………………………第 10 章 - 3- 
 4 放流先河川等の排水能力の検討……………………………………………………第 10 章 - 4- 
 5 汚水排水施設の設計…………………………………………………………………第 10 章 - 5- 
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第 11 章 造成工事に関する基準 
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 1 防災措置の基本的事項………………………………………………………………第 12 章 - 1- 
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 4 土砂流出防止工………………………………………………………………………第 12 章 - 4- 
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第 13 章 開発事業計画に必要となる基礎的調査項目及び開発事業区域選定時の留意点 

 1 開発事業計画検討に必要となる基礎的調査項目…………………………………第 13 章 - 1- 

 2 開発事業区域選定時の留意点………………………………………………………第 13 章 - 2- 

 

第 14 章 盛土規制法のみなし許可に係る取扱いについて 

 1 盛土規制法の許可または届出の対象となる盛土等の規模について……………第 14 章 - 1- 

 2 みなし許可とは………………………………………………………………………第 14 章 - 1- 

 3 みなし許可に適用される盛土規制法の規定について……………………………第 14 章 - 2- 
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 6 盛土規制法に係る許可基準および資料の掲載場所について……………………第 14 章 - 4- 

 

参考資料 1 

「開発に伴う雨水排水計画基準（案）」（平成 14 年４月 滋賀県土木交通部河港課） 

参考資料 2 

「1ha 未満の小規模な開発に伴う雨水排水計画基準（案）」 

（平成 21 年 12月 滋賀県土木交通部河港課） 
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都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準 
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昭和 59 年７月 改  正 「開発許可申請に関する指導要綱」 

平成 ８年１月 全面改正 「都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準」 

平成 14 年４月 改  正 「都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準」 

平成 17 年４月 改  正 「都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準」 

平成 19年 11 月 改  正 「都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準」 

平成 22 年４月 改  正 「都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準」 

令和 ４年４月 改  正 「都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準」 

令和 ５年４月 改  正 「都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準」 
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